










「２．これまでの検討の振り返り」について、ご説明いたします。

スライド６をご覧ください。



こちらは、これまでの「街づくり懇談会における検討の流れ」を示しています。
街づくり懇談会は、右側の地図にお示ししております、代沢１丁目の淡島
通りから、駒場４丁目の三角橋交差点までの延長９７５ｍの区間における、
東京都による補助２６号線の都市計画事業に合わせて、補助２６号線のお
おむね３０ｍの範囲にお住まいの方々などと、沿道の将来像や街づくりの
ルールについて検討するため、開催しています。
平成３０（２０１８）年１１月に１回目の懇談会を開催し、本日で、１１
回目の開催となります。

スライド７です。
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第５回・第６回の懇談会では、補助２６号線沿道地区に係わる「３つの視点」を
もとに、「誰もが便利で暮らしやすい住環境」「災害に強いまち並み」「環境に
優しいまち並み」「安全性と快適性に配慮した道路」などの「４つの将来像」を
皆様と共有いたしました。

スライド８です。



この将来像の実現に向けて、今年１月から実現手法の検討を進めてきています。
第９回懇談会では、補助２６号線沿道の「４つの地区区分」に対し、建物の用途、
建物の高さ、敷地の大きさなどについて、皆さまと検討するためのルール（案）
をお示ししました。

スライド９です。



このルール（案）をもとに、今年２月に沿道の皆様へアンケートを行いました。
３月の第１０回懇談会では皆様からの関心が高かった、建物の高さや街並み、日
影について、写真やバーチャルリアリティなどを用いて理解を深めました。
７月には、これまでの取組みやルール（案）をご案内し、疑問やご質問にお答え
するオープンハウスを開催しました。
なお、アンケート結果については、第１０回懇談会で集計結果をお伝えした後、
いくつか追加のご意見を頂きました。
追加で頂いたご意見は、概ね、これまでと同様の傾向でした。
追加分を反映した「アンケート結果の最終版」は、資料コーナーに置いておりま
すので、ご覧になりたい方は、お持ち帰りください。

スライド１０です。



こちらは懇談会やアンケート、オープンハウスで頂いた主なご意見です。
用途地域や高さについては、「近くで買い物ができると便利」、「少しでも高く
建てられるようになると良い」など、ルール案でよいといったご意見がある一方、
「現状のままがよい」、「２５ｍが望ましい」とのご意見もありました。

本日は、これまでの皆様からいただいたご意見や意見交換を踏まえ、東京都など
関係機関と調整中であります、「街づくりルールのたたき台」をご説明させてい
ただきます。



「３．街づくりルールのたたき台」についてです。



はじめに、都や区の街づくりの計画上の位置づけ、手法について確認します。

スライド１３をご覧ください。



東京都や世田谷区・目黒区の計画上の位置付けについてです。

東京都では、「防災都市づくり推進計画」において、補助２６号線（代
沢・駒場区間）を「主要延焼遮断帯」とすることを位置付けています。
主要延焼遮断帯とは、幹線道路等と沿道の耐火建築物による不燃空間によ
り、火災の延焼を遮断し、震災時の避難経路、救援活動時のネットワーク
等の機能を担う、とするものです。
また、代沢一丁目と北沢一丁目は「不燃化の状況や住宅の密度が木造住宅
密集地域と同等である地域」となっています。
このため、敷地の細分化の防止や建物の不燃化を促進することが求められ
ています。

スライド１４です。



世田谷区では、都市整備方針の土地利用構想において、都市計画道路事業
による土地利用の変化に対応し、周辺の住宅地との調和を図りながら、沿
道の土地利用を誘導するとしています。
また、延焼遮断帯周辺は、沿道市街地の不燃化、耐震化を促進するとして
います。

スライド１５です。



目黒区でも同様に、「都市計画マスタープラン」において、補助２６号線を「延
焼遮断帯」と位置づけ、「幹線道路沿道の不燃化を推進し、延焼防止に効果的な
延焼遮断帯の形成を目指す」とし、「地域全体としての良好な市街地環境の保
全・形成や利便性・安全性の向上を図る」としています。

スライド１６です。



補助２６号線沿道の現状について、確認します。
補助２６号線の沿道になる世田谷区代沢一丁目、北沢一丁目、目黒区駒場四丁目
は、
・戸建住宅や集合住宅が中心の住宅地と、幼稚園・中学・高校・大学等の教育施
設が集積しています。
・地形に高低差があり、狭い道路、階段状の道路が存在しています。
・世田谷区側の建物は、約６割が防火造・木造となっています。
補助２６号線の道路整備により、
・これまで京王井の頭線で分断されていた南北の行き来ができるようになる一方
で、東西のネットワークを確保していく必要があります。
・広域避難場所である「東京大学」への避難経路の確保も必要です。
・現在の良好な住環境を維持しながら、道路整備による環境の変化にどう対応す
るか、延焼遮断帯として沿道の不燃化、耐震化の促進、既存の学校や都営住宅の
維持、調和も考えていく必要があります。

これらの現状をふまえ、道路整備にあわせた街づくりの中で、土地の使い方や建
物の建て方を誘導し、良好な沿道環境の形成を図ります。

スライド１７です。



街の現状や課題に対応し、皆様と考えてきた街の将来像の実現にむけて、補助２
６号線沿道において、都市計画法による用途地域や高度地区を変更し、地区計画
を策定します。
世田谷区内においては、世田谷区街づくり条例に基づく地区街づくり計画も策定
します。

スライド１８です。



街づくりの手法について、簡単にご説明させていただきます。
まず、「用途地域」についてです。
「用途地域」とは、計画的な市街地を形成するため、建物の用途の制限とあわせ
て、建蔽率や容積率など、建物の建て方のルールを定めるものです。
これによって、土地利用に応じた環境の確保を図ります。
「用途地域」は、東京都が定めます。

スライド19です。



次に「高度地区」についてです。

「高度地区」とは、市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図るため、用途地
域内において建築物の高さの最高限度などを定めるものです。
高さの最高限度は、絶対高さ制限と斜線型高さ制限、２つの制限を組み合わせて
定めています。
「高度地区」は、世田谷区、目黒区がそれぞれ定めます。

スライド２０です。



最後に「地区計画」、「地区街づくり計画」についてです。
これらは、地区の特性に合わせて街づくりのルールを定めるものです。
用途地域や高度地区のように、市街地全域に定めるものに対し、「地区計画」は、
地区や街区レベルで、街づくりの目標や方針、建築物の用途、高さや壁面後退な
どの制限を定めることができます。

「地区街づくり計画」は、世田谷区街づくり条例に基づくもので、地区計画で定
められるルール以外についても、柔軟に定めることができます。



これより、街づくりルールのたたき台の内容に入っていきます。
スライド２２をご覧ください。



街づくりの方向性についてです。
これまでの懇談会で確認してきた、街づくりの視点、４つの将来像から、
街づくりの目標の方向性を整理しました。

「住環境」に関することとして、 「良好な住環境・教育施設環境の維
持・向上」「生活利便性を高める土地利用の誘導」、
「防災」に関することとして、 「沿道の防災性の向上」「広域避難場所
機能の維持・向上」、
「緑・環境」に関することとして、 「緑の保全・創出」「環境負荷低減
への配慮」、
「ネットワーク」に関することとして、補助２６号線の整備に対し「東西
のネットワークの確保」
とし、これらの実現、促進に向けて、街づくりのルールを定めていきます。

スライド２３です。



こちらが、街づくりのルールのたたき台をまとめたものです。
なお、このたたき台は本日の懇談会時点の内容です。
今後の関係機関等との調整により、変更する場合があります。
では、たたき台の考え方について、項目ごとにご説明していきます。

スライド２４です。



まず、街づくりのルールを定める範囲、地区の区分についてです。
ルールを定める範囲は、都市計画の指針や基準に基づき、補助２６号線の
計画線から２０ｍを基本とし、学校として一体的な利用がされている松蔭
学園の街区を含めます。
地区の区分は、戸建住宅や共同住宅が中心の「住宅地区」、東京大学や松
蔭学園の大規模土地利用を中心とした「教育施設地区」と「都営住宅地
区」、用途地域が近隣商業地域となっている「近隣商業地区」の４つに区
分します。

スライド２５です。



ここからは、１１項目のルールについてご説明します。

１．建物の用途についてです。
まず、現在の用途地域は、画面の通りです。
水色の第一種低層住居専用地域、これを一低層といいますが、これを中心に。
東京大学と都営住宅のところは、黄緑色の第一種中高層住居専用地域、これを一
中高といいます。
三角橋付近や、淡島通り沿いは、黄色の第一種住居地域、ピンク色の近隣商業地
域となっています。

黄色やピンク色の区域になるほど、住宅以外の様々な用途の建物が建てられます。

スライド２６です。



一低層と一中高の建てられる用途の違いについてです。

一低層は、低層の良好な住環境を保護する地域として、建物の用途につい
ては、住宅を中心に、保育園や小中高等学校、診療所、老人ホームなどに
限定されます。

一中高は、一低層などを貫通する主要な道路沿いで、特に沿道周辺の良好
な環境を保護する区域や教育施設、病院などの立地を図る区域などが適用
区域となっています。
一中高では、一低層で可能な用途に加え、２階以下で５００㎡以下の店舗
や病院、大学の建築が可能です。
なお、一中高も住居専用地域ですので、住宅を主体に、日常の暮らしに必
要な用途、住環境に影響が少ない用途に制限されています。

スライド２７です。



補助２６号線の整備が進められる中、沿道の用途地域をどう考えるか、と
いうことになりますが、これまでの懇談会の中では、「」良好な住環境は
維持したい」や「沿道としてスーパーやコンビニなどの店舗があるとよ
い」といったご意見がありました。
また、延焼遮断帯として、沿道の建物の防災性の向上も求められています。

用途地域は、「既成市街地の更新等を効果的かつ円滑に進めるため、都市
計画事業などに応じ、適時適切に見直す。」とされています。

これまでの検討や位置づけを踏まえ、周辺の住宅地との調和を図りながら、
沿道の土地利用などを適切に誘導するため、沿道区域内の第一種低層住居
専用地域については、第一種中高層住居専用地域に変更します。

スライド２８です。



この用途地域の変更により、区域内の第一種中高層住居専用地域の建蔽率
は６０％に、容積率は２００％とし、この場合、敷地面積の最低限度は６
０㎡となります。
また、近隣商業地区については、隣接する住宅地区への住環境への配慮を
図るため、近隣商業地域で建築可能なパチンコ店やマージャン店の用途を
地区計画で制限します。

スライド２９です。



２．建物の高さについてです。
まず、高さの規制としては、一低層の区域は１０ｍ、それ以外の用途地域
には、「高度地区」という都市計画において、用途地域に応じた高さ制限
を定めています。
現在の制限はスライドの通りです。

先ほどの用途地域の変更に応じて、高度地区の高さ制限も変わることにな
ります。
補助２６号線沿道２０ｍの範囲は、世田谷区内の幹線道路沿道は、２５ｍ
第二種高度地区となります。
目黒区内は、１７ｍ第二種高度地区となります。
また、沿道２０ｍよりも外側の範囲は、１９ｍ第二種高度地区となります。

スライド３０です。



沿道に指定される２５ｍ第２種高度地区ですが、２５ｍの絶対高さ制限と、日照
環境などに配慮するための斜線制限がかかります。
なお、絶対高さ制限は、敷地の規模や既存の建物高さ、市街地環境への配慮、な
どに対する基準を満たすことで、さらに高く建てられる特例が、世田谷区、目黒
区、ともにあります。

スライド３１です。



このような高度地区のルールに対し、良好な住環境を維持したいというご
意見や沿道の土地利用の特性を踏まえ、地区計画で高さ制限をしていきま
す。
まず、住宅地区についてです。
住宅地区については、標準的な敷地において、住宅用途を中心に、建蔽率
６０％、容積率２００％が活用できる高さとして１６ｍとします。

続いて、都営住宅地区です。
都営住宅については、現在、約２６ｍの団地が建っています。
建て替えにおいて、公共団地としての機能を維持する必要性から、高度地
区と同じ、２５ｍを地区計画で定めます。

最後に、教育施設地区です。
教育施設地区は、東京大学、松蔭学園、及びこれらに隣接した住宅や事務
所等が建っています。
学校施設については、沿道の街並みを誘導しながら、既存の建物高さを踏
まえ、グランドや研究施設などの機能を維持し、建て替えできるよう、考
慮する必要があります。
このことから、教育施設地区については、１７ｍを基本とし、教育施設で
敷地面積5000㎡～10000㎡の場合は沿道２０ｍ以内は２５ｍ、沿道２０ｍ
の外側は１９ｍ、10,000㎡以上の場合は３４ｍとします。
スライド３２です。



住宅地区の高さをイメージで確認します。
用途地域変更により、高度地区の高さ制限は２５ｍの絶対高さ制限と、斜
線制限の組み合わせとなりますが、地区計画で絶対高さをさらに１６ｍに
おさえる、というものです。
斜線制限はそのまま残ります。

スライド３３です。



３．壁面の位置・壁面後退区域の制限です。
三角橋交差点から都道鮫洲大山線沿いにおいて、消防活動が可能となる幅員６ｍ
が確保できるよう、壁面の位置の制限を指定し、後退区間の工作物の設置を制限
します。

スライド３４です。



消防活動を行うには、消防車が通れ、さらにその横をホースカーなどが通れる、
幅６ｍ以上の空間が必要であり、この幅６ｍ以上の道路などから消防車のホース
が届く範囲で、消防活動が可能とされています。
北沢一丁目は、幅４ｍ未満の狭い道路が多く、消防活動に課題がある地域です。
現状は補助２６号線が整備されておらず、消防活動に課題がある区域は、画面の
オレンジ色の区域となります。
補助２６号線が整備されると、沿道の消防活動が困難な区域が大幅に減少します。
さらに今回の街づくりで壁面後退などがおこなわれることで、さらに画面の赤色
部分の改善が見込めることになります。

スライド３５です。



４．敷地面積の最低限度です。
敷地の細分化による日照や通風、防災など、環境の悪化を防止し、市街地
の環境の保全を図るため、新たに敷地を分割する際の、敷地規模の最低限
度を定めます。
現在、用途地域が一低層の部分には、最低限度８０㎡が定められています
が、一中高になると６０㎡に変わります。
住宅地区、世田谷区内の教育施設地区では、引き続き良好な住環境を保全
していくため、現在の８０㎡の制限を地区計画に定めます。

スライド３６です。



５．建物、広告物の形態、色彩、意匠です。
建物や屋外広告物の形態、色彩、意匠は、住宅や学校を中心とした落ち着
いた街並みに調和するようにします。
また、屋外広告物は、点滅光源を使用しないようにします。

スライド３７です。



６．敷地の緑化です。
緑豊かな街並み形成を促進するため、建て替えの際に既存樹木の保全や敷
地内の緑化に努めることとします。
世田谷区、目黒区、共にみどり条例で緑化の推進をしています。地区計画
でも敷地内の更なる緑化を推進できればと考えております。

スライド３８です。



７．垣・さくの制限です。
塀の倒壊を防止し、圧迫感を軽減するとともに、道路沿いの緑化を推進す
るため、道路に面して塀を設ける場合は、生垣またはフェンス等とし、
フェンス等の場合は緑化に努めるとします。
なお、フェンスの基礎となる高さ６０ｃｍ（ブロック３段程度）や、門柱
等は制限しません。

スライド３９です。



８．建物の構造です。
建物の構造を防災性能の高いものにするため、建物を建てる際は、耐火建築物や
準耐火建築物とするように努めてもらうものです。

スライド４０です。



９．幅員４ｍに満たない道路への対応です。
幅４ｍ未満の道路に面している敷地で建築をする際には、建築基準法によって道
路境界線とみなされる、道路の中心線から２メートルの位置まで、建物や門、塀
を後退して建てなければなりません。
緊急車両や歩行者の安全な通行を確保し、安全、安心な住環境となるよう、幅員
４ｍに満たない道路に面して後退する部分は道路状に整備し、工作物やプラン
ターなどを設置しないこととします。

スライド４１です。



１０．環境等への配慮です。
環境負荷の低減への配慮を推進するため、建物を建てる際は、環境負荷の低減に
配慮した施設の計画や設備の導入に努めてもらうものです。
雨水貯留浸透施設の整備による浸水被害の防止や、太陽光発電などによる自然エ
ネルギーの活用、建物の断熱などによる省エネルギー対策の取組みを推奨するも
のです。

スライド４２です。



最後に、１１．ネットワークの誘導です。
地区計画では、補助２６号線の都市計画道路事業に対して具体的な交通規制や渡
しの位置等指定をすることはできませんが、東西のネットワークの必要性を示す
ことで、地区計画策定後も、東西ネットワークのよりよい確保に向けて、地域の
皆さんと連携していけたらと考えています。

スライド４３です。



たたき台の説明は以上となります。
専門的な言葉も多く、伝わりにくかった点もあったかと思います。
本日は、この後、皆様と意見交換をさせていただき、次の地区計画の素案、目黒
区では原案の案といいますが、この作成に向けて、一緒に理解を深めていければ
と思いますので、よろしくお願いいたします。

以上で、説明を終わります。


